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　平成31年４月１日から平成46年３月31日までの15年間を計画期間とする全国森林計画が、10月16日に閣議決定さ

れました。この計画は、全国の森林を対象に、森林の整備及び保全の目標、伐採立木材積や造林面積等の計画量、伐採や

造林等の施業の基準等を示すものであり、都道府県知事が作成する「地域森林計画」や森林管理局長が作成する「国有

林の地域別の森林計画」の指針としても位置付けられるものです。

　今回策定された全国森林計画

のポイントは、以下の２つになり

ます。

　１つめは、広域的な流域（44流

域）毎に定めている森林の整備及

び保全の目標や、伐採立木材積、

造林面積等の計画量について、森

林・林業基本計画に示されている

目標等の考え方に即し、新たな計

画期間に見合う量を計上したこ

とです（表１、２）。具体的には、充

実した森林資源（図１）や増加す

る国産材需要等を踏まえ、林業の

成長産業化に向けた資源の循環

利用（図２）を推進する観点から、

前計画と比べ、立木の伐採量、伐

採後の造林面積等の計画量を増

加させています。
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図1　森林蓄積の推移

表１　森林の整備及び保全の目標

表2　計画量
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　２つめは、平成28年の前計画の変更以降における

状況の変化や今後より重視していくべき事項につ

いて以下の記述の追加を行ったことです。

　具体的には、

●	平成31年４月の森林経営管理法の施行に伴う森
林経営管理制度（新たな森林管理システム）の導
入（図３）

●	平成29年７月の九州北部豪雨の流木災害を踏ま
えた流木対策の推進（図４）

●	花粉症対策に資する苗木の供給拡大を踏まえた
花粉発生源対策の強化（写真１）

●	平成29年７月にとりまとめた報告書「『地域内エ
コシステム』の構築に向けて」を踏まえた木質バ
イオマス利用の推進

について記述の追加を行いました。

　本計画に即して、今後とも、国、都道府県、市町村、

森林・林業・木材産業関係者等の緊密な連携の下で、

森林資源を有効に利用しつつ、適切な森林の整備・

保全を進め、森林の有する多面的機能の持続的な発

揮を図っていきたいと考えています。

図2　森林資源の循環利用のイメージ

図４　流木対策のイメージ

一般的なスギ（枝先） 少花粉スギ品種 （天竜 4 号）（枝先）

図3　森林経営管理制度のイメージ

森林経営管理制度とは

写真1 花粉症対策に資する苗木の一例（少花粉スギ品種）
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